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（目的） 

第１条 研究委員会は，研究運営委員会規程に基づき，委員会または研究会を開催して，学術研究

活動，重要事項の調査及び研究を行う． 

 

（設置） 

第２条 研究委員会の新設は，正会員の申請に基づき，研究運営委員会が審議し，理事会が決定す

る．申請に際しては，１．名称，２．目的，３．組織（委員長名及び幹事，委員数等），

４．活動計画概要を記した研究委員会設立趣意書を理事会に提出する． 

  ２ 学会員に公開する研究会開催よりも，調査活動を主体とする研究委員会は，特に調査研究

委員会と称するものとする． 

  ３ 研究委員会の継続は，委員長の申請に基づき，研究運営委員会が審議し，理事会が決定する．継

続申請に際しては，その理由と新組織，活動計画概要を記した研究委員会継続申請書提出す

る． 

第３条 研究委員会の設置期間は３年とする．終了時に活動成果に関し報告書を理事会に提出する．

報告書は会員に対し原則として公開するものとする． 

２ 研究委員会の各年度の活動期間は，学会の会計年度に合わせる．ただし，新設の場合は年

度途中に設置し，ただちに活動開始することを認める．この場合，初年度の活動期間は年

度末までの残任期間とし，研究委員会の設置期間は3年以下となる． 

３ 継続は１年を単位とし，３年以内の申請を認める．報告書は，継続期間の終了時及び3年毎

に提出する． 

 

（構成） 

第４条 研究委員会は委員長１名，幹事及び委員若干名により構成する．委員長は正会員の中から

会長が委嘱する．幹事及び委員は当該委員長の推薦により，会長が委嘱する． 

  ２ 原則として，幹事は正会員，委員は正会員，一般会員，学生会員，賛助会員であるものと



する．会員以外を委員とする場合には，その理由を付して研究運営委員会の承認を得，理

事会に報告する． 

  ３ 各研究委員会は，研究運営委員会の承認を得て，委員の一部に副委員長，幹事補佐等の呼

称を用いることができる． 

第５条 委員長及び幹事，委員の任期は３年とする． 

  ２ 委員長にやむを得ない事情が生じたときは，委員長の指名する委員または幹事がこれを代

行する． 

  ３ 特別の事情が生じた場合，前１項及び２項の規程に関わらず，委員長，幹事及び委員の交

代，補充あるいは減員を行うことが出来る．任期中の交代者の任期は前任者の残任期間と

する． 

第６条 委員長は研究委員会及び研究会の開催など，その研究委員会の目的を達成するための諸活

動について，研究運営委員会の審議を経て，年度計画・活動結果を理事会に報告するとと

もに活動を統括管理し，運営上の問題について随時理事会に報告する． 

  ２ 幹事は委員長を補佐し，研究委員会の事務を取扱い，運営の円滑化を図る． 

 

（運営） 

第７条 研究委員会は，委員長が必要と認めた場合，随時開催する． 

第８条 研究会の開催は少なくとも年２回以上とする．ただし調査研究委員会に関してはこの限り

ではない． 

  ２ 委員長が適当と認めた本学会の他の研究会または本学会以外の他の機関と合同して開催す

ることが出来る．  

  ３ 研究会の開催日時，会場，題目，発表者等は会誌会告欄，ニューズレター等により会員に

対し周知する． 

第９条 本学会会員は任意の研究会に発表，聴講参加する事ができる．また，委員長が適当と認め

た場合は会員以外でも当該研究会に参加させることができる． 

   ２ 発表希望者は所定の手続きにより，希望研究委員会幹事あてに申し込む． 

第10条 研究会における研究発表にさいしては研究会資料（技術報告）を作成，販売することがで

きる．作成は原則として当該研究会で行い，著作権は学会に帰属する．ただし，著者は，

学会の許諾を得れば，その著者が発表した資料を自由に公開することができる．また，他

学会との合同開催において当該研究会が研究会資料を発行しない場合は，著作権は本学会

に帰属しない．両学会が研究会資料を発行する場合は，両者の協議により決定する． 

第11条 各研究委員会は，定例の研究会の他に，随時当該分野の学術研究集会（国際会議，シンポ

ジウム，講習会，展示会等）を主催することができる．その実施に関しては，実施計画を

研究運営委員会が審議し，理事会が承認する． 



  ２ 各研究委員会は，本学会の他の研究委員会や他の学会・協会等が主催する学術研究集会に

共催・後援・協賛等をすることができる．その実施に関しては，研究運営委員会の承認を

得，理事会に報告する． 

 

（会計） 

第12条 研究委員会は，本学会員に有意義な特別な活動を企画する場合において，別に定める形式

により研究運営委員会に助成申請を行うことができる．研究運営委員会においてその必要

性が認められた場合には，申請金額もしくはその一部が助成される．  

  ２ 研究委員会の決算は毎年理事会に報告し，承認を受ける． 

 

（附則） 

１ 本規程に関し疑義が生じた場合は速やかに理事会に諮り，その決定に従う． 

２ 本規程は1996年8月8日より実施する． 

３ 本規程を変更する場合は，理事会の議決を経る． 

（附則） 

１ 本規程は2000年3月2日より実施する． 

（附則） 

１ 本規程は2002年1月1日より実施する． 

（附則） 

１ 本規程は2008年4月1日より実施する． 


